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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガード、キャップ、並びに、前記ガードと前記キャップとの間に位置する平行な鋭利な
刃先を有する第１、第２、及び第３のブレードを備え、前記第１のブレードが前記ガード
に最も近く、前記第３のブレードが前記ガードから最も遠く、また前記第２のブレードが
前記第１及び第３のブレードの間に配置され、前記ブレードが、第１の先端半径、第２の
先端半径、及び第３の先端半径をそれぞれ有する、安全カミソリブレードユニットを備え
るカミソリであって、前記３つのブレードの少なくとも２つが異なる先端半径を有し、前
記３つのブレードの少なくとも２つが異なる摩擦係数を有し、前記第１のブレードが、前
記第２のブレードよりも高い摩擦係数を有し、前記第１のブレードから前記第３のブレー
ドに向けてブレードの露出が累進的に変化していることを特徴とするカミソリ。
【請求項２】
　前記第１のブレードが、前記第２のブレードよりも小さい先端半径を有する、請求項１
に記載のカミソリ。
【請求項３】
　前記第３のブレードが、前記第２のブレードよりも小さい先端半径を有する、請求項２
に記載のカミソリ。
【請求項４】
　前記第１のブレードが、前記第３のブレードよりも高い摩擦係数を有する、請求項１に
記載のカミソリ。
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【請求項５】
　前記ブレードの少なくとも２つが、異なる相対厚さを有するポリマーコーティングを含
む、請求項１に記載のカミソリ。
【請求項６】
　平行な鋭利な刃先を有する４つのブレードを備える、請求項１に記載のカミソリ。
【請求項７】
　平行な鋭利な刃先を有する５つのブレードを備える、請求項６に記載のカミソリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数ブレードカミソリ、及び複数ブレードカミソリに使用するためのブレー
ドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　剃毛においては、密接な剃り味を実現すると同時に、良好な剃毛の快適性も提供し、及
び切り傷を避けることも望ましい。剃毛性能に影響を及ぼす要因としては、ブレードの刃
先と皮膚との間の摩擦抵抗、及びブレードの刃先の尖鋭度が挙げられ、これらは両方共、
ブレードによって毛に加えられる切断力をもたらす。剃毛性能及びブレードの摩耗に影響
を及ぼす別の要因は、ブレードの露出、即ち、後述するような、カミソリの２つの隣接皮
膚接触点の間に画定される面を、ブレード先端がどの程度越えて延びるかである。ブレー
ドは、中立の露出（ブレード先端が面内にある）、正の露出（ブレード先端が面を越えて
延びている）、又は負の露出（ブレード先端が面の後方に奥まっている）で位置付けるこ
とができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　皮膚は変形可能であり、したがって面の後方の領域内に「流動する（flows）」ので、
負の露出が可能である。より正の露出は、より密接な剃り味を付与する傾向があるが、よ
り高い切り傷の危険性を呈することもある。多くの複数ブレードカミソリにおいては、異
なるブレードが異なる露出に位置付けられる。結果として、ブレードは異なって皮膚に接
触し、異なる速度で摩耗する傾向がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、異なるブレードの少なくともいくつかが異なる先端半径を有し、したがって
異なる相対的な尖鋭度を有する複数ブレードカミソリを特徴とする。ブレードの少なくと
もいくつかはまた、異なる摩擦係数を有する。異なるブレードの先端半径及び摩擦係数は
、所望の性能特性を有するカミソリを提供するように選択することができる。いくつかの
実施例では、ブレードは異なる露出で位置付けられ、その場合、各ブレードの先端半径及
び摩擦係数は、ブレードの相対的な露出に基づいて選択されてもよい。
【０００５】
　一般に、本発明は、ガード、キャップ、及び、ガードとキャップとの間に位置する平行
な鋭利な刃先を有する第１、第２、及び第３のブレードを備える、安全カミソリブレード
ユニットを含むカミソリを特徴とする。
【０００６】
　１つの態様では、本発明は、第１のブレードがキャップに最も近く、第３のブレードが
キャップから最も遠く、第２のブレードが第１及び第３のブレードの間に配置されたカミ
ソリを特徴とする。ブレードは、第１、第２、及び第３の先端半径をそれぞれ有し、３つ
のブレードの少なくとも２つは異なる先端半径を有し、ブレードの少なくとも２つは異な
る摩擦係数を有する。
【０００７】
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　いくつかの実施例は、次の特徴の１以上を含んでもよい。第１のブレードが第２のブレ
ードよりも高い摩擦係数を有する。第１のブレードが第２のブレードよりも小さい先端半
径を有する。第３のブレードが第２のブレードよりも小さい先端半径を有する。第１のブ
レードが第３のブレードよりも高い摩擦係数を有する。第１のブレードが第２のブレード
よりも低い摩擦係数を有する。ブレードの少なくとも２つが、異なる相対厚さを有するポ
リマーコーティングを含む。
【０００８】
　本発明はまた、他の態様では、本明細書に記載の特性を有するブレードユニット、及び
本明細書に記載のカミソリを用いた剃毛方法も特徴とする。
【０００９】
　先端半径は、最も先端（ultimate tip）を倍率５０，０００倍の走査型電子顕微鏡で見
るとき、刃の最も先端内に位置付けられてもよい最大円の半径を概算することによって測
定されてもよい。ブレードは、ブレードの面内で入射電子ビーム源から３０°刃先が傾い
ている。
【００１０】
　摩擦係数は、同じ条件下で、ブレードの表面特性のみを変化させて、同じ先端の幾何学
形状を有する異なるブレードの切断力を測定することによって、間接的に導き出されても
よい。異なる先端半径を有する２つのブレードが、同じ又は異なる摩擦係数のどちらを有
するかを決定するためには、ブレードの１つを、先端半径以外の他の全ての観点で複製し
て、他方のブレードと同じ先端半径を持たせ、次に、ブレード（同じ先端半径を有する２
つのブレード）の切断力を試験し比較する。切断力が同じ場合、ブレードは同じ摩擦係数
を有するものと見なされ、一方のブレードがより高い切断力を有する場合、そのブレード
は他方のブレードよりも高い摩擦係数を有するものと見なされる。
【００１１】
　好ましいカミソリは、剃毛の密接性と快適性との良好なバランスを示し、切り傷を負い
易いユーザの場合であっても切り傷は最小限となる。
【００１２】
　本発明の１以上の実施形態の詳細を添付図面及び以下の説明に記載する。本発明の他の
特徴、目的、及び利点は、説明及び図面、並びに請求項によって明白になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　様々な実施例では、カミソリの異なるブレードは異なる先端半径を有し、したがって異
なる相対的な尖鋭度を有する。ブレードの尖鋭度は、尖鋭度と相関する切断力を測定する
ことによって定量化されてもよい。切断力は、各ブレードがウールフェルトを切断するの
に必要な力を測定することによってブレードの切断力を測定する、ウールフェルト切断機
試験によって測定される。各ブレードの切断力は、各ブレードがウールフェルトを切断す
るのに必要な力を測定することによって決定される。各ブレードはウールフェルト切断機
を５回通過し、裁断ごとの力を記録器上で測定する。５回の裁断の最も低いものを切断力
として定義する。
【００１４】
　より鋭いブレードとより鈍いブレードとの組み合わせとその位置付けは、所望の性能特
性を有するカミソリを提供するように選択することができる。一般に、ブレードが鋭いほ
ど、毛における係合時間は少なくなる。比較的鈍いブレードによって係合時間が増加する
と、結果として、切断の間、毛が毛嚢から引張られる。しかしながら、特定のブレードが
どのように機能するかは、その露出並びにその尖鋭度に応じて決まる。ブレードはまた、
異なる摩擦係数を有してもよく、それは、ブレードが剃毛する者の皮膚及び毛とどのよう
に相互作用するかに影響を及ぼす。例えば、より高い摩擦係数を有するブレードは、より
詳細に以下に検討するように、毛を毛嚢から引張りながら切断する傾向がある。次に、こ
れらの２つの変数（先端半径及び摩擦係数）を以下に検討する。
【００１５】
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　先端半径
　図１を参照すると、カミソリカートリッジのブレードユニットは、ガード２及びキャッ
プ３を画定するフレーム１を備える。図示されるように、キャップは、フレーム上に取り
付けられた潤滑ストリップ４を備える。ストリップは、当該技術分野において周知の形態
のものであってもよい。フレームによって、平行な鋭利な刃先を有する、一次ブレード１
１、二次ブレード１２、及び三次ブレード１３が支持される。ブレードは、図示されてい
るような位置で実質的に固定されたままであるように、フレームによってしっかりと支持
されてもよい（剃毛の間、ブレードに対して加えられる力の下で、ブレードが受けるあら
ゆる弾性変形に晒される）。或いは、ブレードは、例えば図面で見た場合の下向きの方向
での、ばね復元力に対抗する限られた動きに対して支持されてもよい。
【００１６】
　図１のブレードユニットでは、３つのブレード全ての刃先は共通平面Ｐ内にある。ブレ
ードの露出は、そのブレード刃先のすぐ前方の、及びすぐ後方のブレードユニット要素の
皮膚接触面に対して接線方向の平面を基準にして測定される、ブレード刃先の垂直距離又
は高さであると画定される。したがって、図１に示される３枚刃のブレードユニットの場
合、第１のブレード、即ち一次ブレードの露出は、ガード及び第２のブレードの刃先に対
して接線方向の平面を基準にして測定され、第３のブレード、即ち三次ブレードの露出は
、第２のブレードの刃先及びキャップに対して接線方向の平面を基準にして測定される。
ブレードの露出は、先端が平面内にある場合は中立であり、先端が平面を越えてユーザに
向かって延びる場合は正であり、又は、先端が平面の後方にユーザから離れて奥まってい
る場合は負であってもよい。一般に、露出が大きいほど、ブレードはより密接に剃毛する
傾向があるが、ブレードがユーザに切り傷を負わせる可能性もより大きくなる。負の露出
のブレードは、それでもなお、皮膚の変形可能な性質によって、ひいては皮膚の隆起が奥
まった領域内に、及びブレードに向かって流動する傾向によって毛を切断する。
【００１７】
　図１に示される実施形態では、一次ブレード１１は負の露出（例えば、－０．０４ｍｍ
）を有し、二次ブレード１２の露出はゼロであり、及び三次ブレード１３の露出は正（例
えば、＋０．０６ｍｍ）であり、３つのブレード全ての刃先は平面Ｐ内にある。したがっ
て、ブレードの露出は、先導ブレード１１から後続ブレード１３まで累進的に増加してい
る。露出が累進的に異なるブレードを有するカミソリカートリッジは、米国特許第６，２
１２，７７７号に記載されており、該特許の開示全体を参照により本明細書に組み込む。
【００１８】
　一実施形態では、負の露出を有する一次ブレード１１は、より小さい先端半径を有し、
したがって、二次ブレード１２よりも鋭く、及びより低い切断力を示す。好ましくは、三
次ブレード１３は二次ブレードよりも小さい先端半径を有し、例えば、一次ブレードの先
端半径にほぼ等しいか、又は一次及び二次ブレードの先端半径の間の先端半径を有する。
この場合、一次ブレードは毛を切断する傾向があり、三次ブレードは二次ブレードによっ
て引張られた毛を切断する傾向がある。比較的鈍い二次ブレードを包含することにより、
剃毛の密接性を損なうことなく、切り傷を生じる頻度を低減する傾向がある。一次ブレー
ドは、その負の露出により、切り傷の大幅な危険性がなく非常に鋭いものであってもよい
。
【００１９】
　いくつかの代替実施形態では、最も高い露出度を有する三次ブレードは、二次ブレード
と等しい、又はそれよりも大きい先端半径を有してもよい。この選択肢は、切り傷を負い
易いユーザにとって有利である。
【００２０】
　場合によっては、一次ブレードは、３００オングストローム未満、例えば、約２３５～
約２９５オングストロームの先端半径を有し、その結果、約５．１Ｎ（１．１５ポンド）
未満、好ましくは約４．７Ｎ（１．０５ポンド）未満の切断力をもたらす。これは、本明
細書では、比較的鋭いブレードであると見なされる。一次ブレードが二次ブレードよりも
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鋭いことが望ましい場合、一次ブレードの先端半径は、二次ブレードの切断力よりも少な
くとも約０．４Ｎ（０．１ポンド）低い、好ましくは約１．８Ｎ（０．４ポンド）低い切
断力をもたらすように選択されてもよい。一般に、二次ブレードの先端半径は、非常に鈍
い二次ブレードが望ましい場合、約６００～約１０００オングストロームであってもよく
、或いは、二次ブレードが一次ブレードよりも僅かだけ鋭くないことが望ましい場合、約
３５０～約４５０オングストロームであってもよい。６００～１０００オングストローム
の先端半径は、一般に、約７．８～８．９Ｎ（１．７５～２．０ポンド）の切断力を生み
出し、一方、３５０～４５０オングストロームの先端半径は、一般に、約５．８～７．１
Ｎ（１．３～１．６ポンド）の切断力を生み出す。三次ブレードは、三次ブレードが他の
ブレードよりも比較的鋭いか、又は鈍いかのどちらが望ましいかに応じて、約２３５～約
１０００オングストロームの先端半径を有してもよい。
【００２１】
　他の実施形態では、二次ブレードよりも鋭くない一次ブレードを有することが望ましい
ことがある。一次ブレードが二次ブレードよりも鋭くない場合、一次ブレードは、切断の
間、通常の鋭いブレードよりも毛を毛嚢から更に引張り出す傾向があるので、切断後、毛
は、通常の鋭いブレードを用いた場合よりも更に毛嚢から外に出て、したがって、第２の
ブレードによって更に下の毛幹まで切断されるので、毛が毛嚢の中に後退したとき、それ
らの端部は皮膚表面の下にある。例えば、一次ブレードは、約３５０～約４５０オングス
トロームの先端半径を有してもよく、一方、二次ブレードは、約２３５～約２９５オング
ストロームの先端半径を有する。これらの実施例では、三次ブレードは、二次ブレードと
同じ尖鋭度を有してもよく、二次ブレードよりも鋭いか、若しくは鈍くてもよく、又は、
一次ブレードと同程度鈍いか、若しくはそれよりも鈍くさえあってもよい。比較的鈍い三
次ブレードを有することで、剃毛が非常に安全になる傾向があり、切り傷の危険は殆どな
くなるが、一方、比較的鋭い三次ブレードを有することで、非常に密接な剃毛を提供する
。
【００２２】
　先端半径Ｒは、ブレード先端に塗布されるコーティングの性質を制御することによって
、例えばスパッタリング条件を調節することによって変えられてもよい。スパッタ蒸着の
前及び／又はその間にブレードにかけられるバイアスは、エッチング速度を生じるように
変えることができる。一般に、高いバイアス電圧（例えば、直流電流－１０００Ｖ（ｖｄ
ｃ）超過）で処理されたブレードは、低いバイアス電圧（例えば、－２００ｖｄｃ未満）
で処理されたブレードよりも小さい先端半径をもたらし、したがってそれよりも低い切断
力をもたらす。イオンと原子の比もまた、蒸着及びエッチング速度を制御するために変え
ることができる。或いは、ブレードに、スパッタリング後にイオンエッチングを施して、
先端半径を低減してもよい。この場合、スパッタリング条件は高い先端半径をもたらすよ
うに制御され、次に、イオンエッチングを使用して先端半径が所望のレベルまで低減され
る。好適なプロセスは、米国特許第４，９３３，０５８号に記載されており、該特許の開
示を参照により本明細書に組み込む。別の代替例は、尖鋭化の間に所望の先端半径が得ら
れるように、尖鋭化プロセスを制御することにより、先端半径を変えるものである。
【００２３】
　所望であれば、カミソリは、４つ、５つ、又はそれ以上のブレードを含むことができる
。ブレードは、尖鋭度の様々な組み合わせを有してもよい。例えば、４つのブレードを有
するカミソリでは、より高い切断力を有する２つのブレードが、より低い切断力を有する
２つのブレードと交互になるように位置付けられてもよい。より高い切断力を有するブレ
ードは、一次及び三次ブレードであってもよく、又は、代替実施形態では、二次及び四次
ブレードであってもよい。これら及び他の実施形態では、より高い切断力を有するブレー
ドは、場合によっては、約３５０～約４５０オングストロームの先端半径を有してもよく
、より低い切断力を有するブレードは、約２３５～約２９５オングストロームの先端半径
を有してもよい。様々なブレードの所望の尖鋭度の決定において、上述の原理が適用され
、即ち、より鈍いブレードは、一般に、より高い安全性を提供し、及び毛に張力を加え、
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それを毛嚢から引張って、後に続くブレードによってより密接に切断できるようにし、よ
り鋭いブレードは、より密接に、及びより低い切断力で毛を切断する。一般に、より鈍い
ブレードをより露出した位置に規定することで、切り傷を生じる頻度を低減し、一方、よ
り鋭いブレードをこれらの位置に規定することで、より密接でより快適な剃毛を提供する
。また、特定の女性用カミソリの場合、使用されるブレードの数に関わらず、鋭いブレー
ドを一次位置に設けることが一般に望ましいことが発明者らにより留意されている。尖鋭
度の異なるブレードの所望の組み合わせは、カミソリの所望の性能特性に基づいて決定す
ることができる。
【００２４】
　摩擦係数
　図２を再び参照すると、一次ブレード１１は、二次ブレード１１よりも高い摩擦係数（
より高い切断力として測定される）を有してもよい。カミソリを使用する際、一次ブレー
ド１１は、二次ブレード１２よりも先に毛に接触する。ブレード１１は、ユーザの皮膚を
通り過ぎるとき、毛を係合し、それを引張り、それによって毛を毛嚢の外に延ばし、そし
て毛を第１の長さまで切断する。二次ブレード１２は、ユーザの皮膚を通り過ぎるとき、
毛をより短い長さまで再び切断する。切断に続いて、毛は皮膚の表面下の毛嚢内に戻る。
三次ブレードは、典型的には３．６～６．７Ｎ（０．８～１．５ポンド）の範囲内である
あらゆる所望の切断力を有することができる。
【００２５】
　異なる摩擦係数を有するブレードの他の多くの組み合わせが、例えば、比較的低い摩擦
係数を有する一次位置にあるブレード、比較的より高い摩擦係数を有する二次位置にある
ブレード、及び比較的低い摩擦係数を有する三次位置にあるブレードが使用されてもよい
。
【００２６】
　場合によっては、比較的低い摩擦係数を有するブレードは、比較的高い摩擦係数を有す
るブレードの切断力よりも、少なくとも約０．４Ｎ（０．１ポンド）大きい切断力（ウー
ルフェルト切断機を使用して測定される）を有する。一般に、低い摩擦係数のブレードの
切断力は、約０．４～４．４Ｎ（０．１～１．０ポンド）であり（例えば、少なくとも約
０．９、１．３、１．８、又は２．２Ｎ（０．２、０．３、０．４、又は０．５ポンド）
、及び最大で約４．４、４．０、３．６、３．１、又は２．７Ｎ（１．０、０．９、０．
８、０．７、又は０．６ポンド））であり、比較的より高い摩擦係数を有するブレードよ
りも低い。より高い切断力を有するブレードを設けることは、様々なやり方で達成するこ
とができる。場合によっては、変性ポリマーコーティングを有する第１のブレードを提供
することが望ましい。例えば、ブレードは、その表面摩擦を漸増的に増加させるため、例
えばプラズマエッチングを使用して変性された、テフロン（登録商標）コーティングを含
んでもよい。コーティングされたブレードを好適な条件下でプラズマに暴露することで、
化学的変化と物理的変化の両方をポリマーコーティング上で発生させることができる。該
変化は、粗さ、湿潤性、架橋、及び分子量を含むがそれらに限定されないコーティングの
様々な性質に影響を及ぼす可能性があり、それらのそれぞれが、ブレードの切断力に影響
を及ぼす可能性がある。ポリマーコーティングを変性させる好適な方法は、２００６年３
月２９日に出願された、カミソリブレード及びカミソリ（Razor Blades and Razors）と
いう名称の米国特許出願第１１／３９２，１２７号に記載されており、該出願の開示全体
を参照により本明細書に組み込む。
【００２７】
　場合によっては、ポリマーコーティングを実質的に含まないブレードを使用することが
できる。しかしながら、ポリマーコーティングを全く含まないブレードは、快適性におい
て望ましくない低下をもたらす可能性がある。例えば、それが毛を強引に引張り過ぎるこ
とがある。
【００２８】
　先端半径、摩擦力、及びブレード露出の組み合わせ
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　これら３つのパラメータの多くの異なる組み合わせが想起され、異なる組み合わせは、
異なるカミソリ性能特性をもたらす。例えば、場合によっては、比較的高い摩擦係数（先
端半径よりもむしろブレードの表面特性に起因する高い切断力）を有する、比較的鋭い（
小さい先端半径）ブレードを有することが望ましい。そのようなブレードは、毛を快適に
切断する傾向があるが、ヒステリシス効果ももたらす（毛を毛嚢から引張るので、毛が毛
嚢内に後退する前に、次のブレードがより密接にそれを切断することができる）。したが
って、小さい先端半径及び比較的高い摩擦係数を有する一次ブレードを有することが望ま
しいことがある。二次ブレードは、毛を引張る必要性がないので、その比較的高いブレー
ドの露出及びより低い摩擦係数により、より大きい先端半径を有してもよい。三次ブレー
ドの特性は、特定のユーザ群の要求、例えば、切り傷を避けること（大きな先端半径）、
又は密接性（小さい先端半径、第４のブレードが使用される場合は高い摩擦係数）を満た
すように選択されてもよい。
【００２９】
　他の実施形態
　本発明の多数の実施形態を記載してきた。しかし、本発明の精神及び範囲から逸脱する
ことなく、様々な修正を行ってもよいことが理解されるであろう。
【００３０】
　例えば、いくつかの実施例では、カミソリは２つのブレードのみを含んでもよい。この
場合、一次ブレードは二次ブレードよりも鈍い（より大きい先端半径を有する）ことが有
利である。この構成が、二次ブレードがより密接に切断するために、一次ブレードが毛に
張力を加え、それを引き出すことを可能にする。
【００３１】
　それ故に、他の実施形態は請求項の範囲内である。
【００３２】
　様々な図面における同様の参照記号は、同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】ブレードユニットの断面図。
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